
厚生労働省から

働き方改革関連法 平成31年４月から順次施行

　本年６月29日に「働き方改革

を推進するための関係法律の

整備に関する法律案」が可決成

立し、７月６日に公布された。改

正事項によって異なるが、労働

時間制度や健康管理に関する

事項の施行期日は平成31年４月

１日（中小企業への時間外労働

の上限規制の適用は平成32年

４月１日）。

　本稿では労働基準法、労働

安全衛生法の改正について一部

を紹介する。

●労働基準法の一部改正

〈時間外労働の上限規制〉

　長時間労働の削減を目的とし

て、時間外労働規制の仕組みを

改め、原則として時間外労働の

上限を月45時間、年360時間と

したうえで、臨時的な特別な事

情がある場合に限り、特例を認

める。ただし、特例の場合で

あっても、時間外労働を年720

時間以内とし、複数月平均で80

時間以内（休日労働を含む）、

単月で100時間未満（休日労働

を含む）、さらに月45時間を超

えることができるのは年間６か

月までとしなければならない。

これらに違反した場合は罰則の

対象となる。

〈年次有給休暇〉

　年次有給休暇の付与日数が

10日以上の労働者に対し、使用

者は年５日について労働者ごと

にその時季を定めて与えなけれ

ばならないこととされた。

●労働安全衛生法の一部改正

〈産業医・産業保健機能の強化〉

　労働者の健康管理について、

産業医の活動環境を整備し、実

効性を持たせる観点から、長時

間労働者の労働時間等に関する

情報を産業医へ提供すること、

産業医から受けた勧告の内容等

を衛生委員会に報告することが

事業者に義務付けられた。

　また、労働者が産業医等に直

接健康相談ができる仕組み等、

体制の整備等に努めなければな

らないこととされた。

　そして、労働者の健康情報の

収集・保管・使用に当たって、事

業者は労働者の健康確保に必

要な範囲内で行わなければなら

ないこととされる。

〈面接指導等〉

　新商品等の研究開発業務の

従事者や高度プロフェッショナル

制度（本改正で新設された一定

の高度専門職を対象とする制

度）の適用労働者について、一

定の時間を超える場合に、事業

者は面接指導を実施しなければ

ならないこととされた。

　なお、従前からの面接指導

（法第66条の８）の実施対象と

なる時間外・休日労働時間の要
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件は、省令改正により「１月あたり80時間

（現行は100時間）を超える労働者」と

される予定。

　また、面接指導を実施するため、労働時

間の状況を把握することが、事業者の義

務として労働安全衛生法に明記された。


